
第２章 複合プログラム 

１ 事業の趣旨 

寝たきり予防には、下肢を中心とした筋力の維持・増強が必要ですが、そのためには、

栄養状態が良好であることが必要です。口腔機能の低下は、摂食嚥下機能等の低下を招き

低栄養に関連します。従って、運動・栄養・口腔のプログラムは、それぞれが密接に関わ

っており、複合的に実施することで相乗効果がうまれ、単独で行う場合よりも効果が高い

ことが期待されます。また、介護予防に大切な要素が複合的に学べるため、参加につなが

りにくいとされていた口腔や栄養の対象者も教室参加につながりやすいと考えられます。

複合プログラムについて、地域支援事業実施要綱においては、「運動器の機能向上プログ

ラム、栄養改善プログラム、口腔機能の向上プログラム、その他のプログラムを複合的に

実施することにより、効果的・効率的な実施が可能となると判断される場合には、複数の

プログラムを組み合わせた個別の計画を作成し、当該計画に基づき複合プログラムを実施

する｡｣と記載されています。また、平成２４年３月に改訂された「介護予防マニュアル改

訂版」においては、『「栄養改善」「口腔機能向上」を従来の「運動器の機能向上」に

加えた』プログラムと記載されています。本県介護予防マニュアルにおける複合プログラ

ムは、参加率や事業効果等の向上を目指し、使用頻度の高い運動・栄養・口腔を１セット

としたものを複合プログラムとし、標準例として示すこととしました。

  複合プログラムへの参加により、「寝たきり」や「介護が必要な状態」の予防や改善はあ

る程度可能であることを知り、対処する方法を学び、自らも実行してみようと思うことに

つながり、介護予防のための自己管理の動機付けとなります。単に座学で知識を得るので

はなく、自らが参加して実践するプログラムにより、知識や実践方法を気軽に覚えられ、

自宅でも家族などへのフィードバックを通じて、様々に発展、応用が可能なプログラムと

なることが期待されます。また、このプログラムにおける参加者との交流や役割分担など

を通じて、人と人との絆やコミュニティの大切さを再確認する機会となり得ます。

２ 二次予防事業 

(１) 事前準備 

ア 実施場所 

    例えば、介護サービス事業所、保健センター、公民館等で、プログラムの内容に

よっては簡単な調理実習や会食等が実施できる設備がある場所が望まれます。

イ 実施担当者 

複合プログラムの内容も踏まえ、保健師（または、経験のある看護師）が全体の

プログラムの管理運営を行い、プログラムの内容に従い、必要に応じて管理栄養士、

歯科の専門職（歯科衛生士等）、理学療法士、作業療法士等が担当できる体制を確保

します。

本プログラムに関わるスタッフ全員で複合プログラムの目的について共通理解を

図り、事業を実施することが必要です。

ウ 対象者の選定 

二次予防事業対象者のうち、プログラムを複合的に実施することにより効果的･

効率的な実施が可能となると判断される者が対象となります。基本チェックリスト
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において、運動・栄養・口腔のどれか一つが対象となっていれば、複合プログラム

の対象者として選定して差し支えありません。要介護認定等を受けていた者が「非

該当」と判定された場合、基本チェックリストを実施しなくても、二次予防事業の

対象とすることができます。新たに要介護認定等の申請を行った者のうち、非該当

と判定された者については、基本チェックリストの実施などにより二次予防事業へ

の参加が必要と認められた場合に対象者となります。

 エ 送迎サービスについて 

     対象者が公共交通機関を用いる外出などが困難な場合は、送迎サービスを行う等、

地域の特性に応じて必要な対応を検討します。ただし、送迎サービスを永続的なも

のとせず、徐々に公共交通機関の利用を促すものとします。

オ 安全への配慮について 

プログラム実施にあたっては、安全管理に留意するとともに、万一の事故に備え、

あらかじめ協力医療機関を設定するなどの対応をとります。対象者には保険に加入

してもらうことが望ましいです。（Ｐ１２の安全管理参照）

図表２－１ 安全管理について 

【介護予防マニュアル改訂版】 

(２) 課題分析・目標設定（様式１）

プログラム開始前に、基本チェックリストの結果や対象者・家族との面接を踏まえ、

課題分析（アセスメント）を行います。また、課題分析の結果と対象者の意向をふまえ、

評価しやすく、具体的な目標を設定します。 

様式１「私の元気計画」は、地域支援事業において、作成が必須とされている「複数

のプログラムを組み合わせた個別の計画」及び二次予防事業の「簡易版介護予防ケアプ

ラン」と位置づけ、必ず作成することとします。二次予防事業において、介護予防プラ

ンの作成は｢必要に応じて｣となっていますが、本マニュアルの複合プログラムにおいて

は「私の元気計画」を必ず作成することとします。 

「私の元気計画」を作成することで、対象者は、これから教室に参加するにあたり、

３領域のプログラムに参加するという自覚がもてます。また、目標を明確にすることで

高齢者が安全にプログラムに参加できるよう、参加者一人ひとりの状況（高血圧、心

疾患、整形外科的疾患等）を把握する必要がある。さらに、運動を実施する際には、毎

回実施前に体調をチェックし、それに応じて運動の強度や量等を設定することが必要と

なる。 

参加者が運動中に異常を訴えた場合（胸が苦しい、めまい、吐き気、脈異常等）には、

即座に運動を中止すると共に、かかりつけ医等への受診を勧奨する。終了後もしばらく

観察し、異常がないことを確認する。 

万一の事故に備え、あらかじめ緊急時対応マニュアル等を設定し、緊急時の対応手順

を明文化しておくことが重要である。また、AED 等が設置されている場合には、その使

い方の訓練（実施担当者等を対象）を行うことが望ましい。 
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対象者の意欲を引き出し、事業実施後の評価にもつながります。さらに、対象者ととも

に作成した計画であるため、従事スタッフ間で対象者の目標を共有し、支援することが

できます。 

「私の元気計画」において、３領域の目標設定をした後、３領域のうち、優先順位の

高い領域、対象者が重点的に取組みたいと考えている領域を「がんばり項目」として選

択します。ここで決定した「がんばり項目」について、個別サービス計画を作成します。

がんばり項目以外の２項目の個別サービス計画については、必要に応じて作成します。 

(３) 事前アセスメント 

プログラムの初日には、参加者の事前アセスメントを実施します。事前アセスメン

トに用いる客観的データの計測等に際しては、それぞれの項目の持つ意義などを説明し

ながら実施し、機械的な計測になったり、他人との比較で優劣を感じたりすることのな

いように配慮します。

図表 ２－２ 事前アセスメント項目 

区分 項目 

基本属性項目 

・身長、体重 

・主観的健康感 

・高次生活機能1（手段的自立、知的操作能動性、社会的役割） 

運動機能に 

関する項目 

・握力 

・開眼片足立ち 

・Timed Up and Go Test（TUG） 

・5m 通常歩行時間等 

栄養改善に 

関する項目 

・食事の内容（食事回数、主食・主菜・副菜・乳製品等の摂取回数、水

分摂取、サプリメント） 

・食事の準備状況（買物、食事の支度） 

・特別な配慮の必要性（食物アレルギー、食事療法の必要性） 

・食事の調整の自己効力感 

(健康を意識して自分で食事の調整ができるという認識の強さ) 

口腔機能に 

関する項目 

・口腔機能の状況 

その他の項目 ・基本チェックリスト項目 

【介護予防マニュアル改訂版】

(４) 個別サービス計画の作成（様式２） 

有効なサービス提供のためには、目標設定が重要です。単なるサービス提供となら

ないよう、「私の元気計画」、「事前アセスメント」、対象者の意向等に基づき、「がん

1 高次生活機能：①手段的自立（必要性に応じてその手段を選択し、生活要素を自己完結する能力。

掃除や食事の準備等）②知的操作能動性（｢探索｣｢創作｣｢余暇活動｣など知的な活動能力）③社会的

役割（人が住まう地域で担うべき役割を運営し、情報交流を楽しむ能力）
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ばり項目」として選択した領域について個別サービス計画（様式２）を作成し、対象

者と相談して、内容を確定します。（市町村の判断により、「がんばり項目」以外の領

域の個別サービス計画を作成してもかまいません。）基本的には、集団ですべてのプ

ログラムに参加することとしますが、心身機能の制約などから、参加が困難なプログ

ラムがある場合には明記すると共に対象者に説明します。

(５) プログラムの実施 

ア プログラムの趣旨 

     本プログラムは、運動器の機能向上プログラムに栄養改善プログラム・口腔機能

向上プログラムの内容を盛り込んで一体的に実施するものです。具体的なプログラ

ムの内容は、各々の市町村において従来実施している内容等を組み合わせるなどし

て作成することとなりますが、プログラムを作成する際には、以下の点に留意し、

対象者が楽しみ、継続して参加できるような内容となるよう工夫します。

     また，プログラムの実施者は，二次予防事業対象者が介護予防プログラムを終了

した結果，得られた活動的な状態を維持するため，プログラム終了後の対象者の活

動を視野に入れた支援を行うことが重要です。

(ア) 運動器の機能向上プログラム 

・ 各施設で従来実施してきたプログラムがあれば、継続可能。

・ 以下の「プログラム実施前の留意点」に該当する場合は運動を実施しない。

【プログラム実施前の留意点】

安静時に収縮期血圧１８０mmHg 以上、または拡張期血圧１１０mmHg
以上である場合

安静時脈拍数が１１０拍／分以上、または５０拍／分以下の場合

いつもと異なる脈の不整がある場合

関節痛など慢性的な症状の悪化

その他、体調不良などの自覚症状を訴える場合

・ 楽しみながら下肢の筋力を鍛える運動を行えるような、ゲーム、ハイキング、

農作業、立位を保持した調理などを積極的に取り入れること。

(イ) 栄養改善プログラム 

・ 食生活の自己チェック、計画、自己評価・改善による自己マネジメントの取

り組みを重視する。

・ グループワークや実習をとりいれた参加型のプログラムを工夫する

・ 献立･調理は簡単に自宅で実践できる工夫をする。

・ 運動等の領域に該当する者については、適正体重の維持や生活習慣病の予防

にも配慮する。
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(ウ) 口腔機能向上  

・ 口腔機能（口唇・頬・舌・軟口蓋2等の機能、唾液の分泌状態、咀嚼と嚥下の

機能、表情の表出具合について、自己チェックを促し、専門職によるアセス

メントを実施する。

・ 無歯顎（歯が無い）者や義歯の使用の有無に関わらず、適切なプログラムに

なっているか考慮する。

・ 生涯通じておいしく、楽しく、安全な食生活を営み、健康長寿を支援するこ

とを目的に、日常生活の中で実施可能なセルフケア、参加型のグループワー

ク等のプログラムを作成する。

・ 義歯の不具合や、歯周病（歯が動揺しているなど）、むし歯といった明らかな

歯科疾患のある場合には、歯科医師と連携し、歯科治療も並行して行う。

  イ プログラムの実施期間・回数 

到達目標を見据え、運動・栄養・口腔の各内容を複合的に取り入れたプログラム

を実施します。プログラムの実施期間・回数、参加者数等の目安は以下の通りです。

図表２－３ 主なプログラムの内容 

プログラム 

実施回数及び 

期間 

・毎週１－２回、３ヶ月間程度を目安とする。 

・１回あたり約２－３時間のプログラムとする。実施回数によって

は、時間を短縮したり、栄養と口腔を 1 週毎に交互に実施するなど

工夫する。 

・事業参加者が介護予防事業終了後も地域で介護予防活動を継続で

きるよう，プログラム実施期間中に事業終了後の活動に関する話し

合う回を設けるなど工夫する。 

プログラム 

参加者数 

・1 教室１０－３０人程度を目安とする。調理実習などでは、各自

の役割ができるように３－５ 人程度のグループが望ましい。 

【介護予防マニュアル改訂版】

ウ プログラム内容 

(ア) 運動器機能向上について 

各事業所で実施しているものを土台としてプログラム作成を実施していきま

すが、単なる筋力トレーニングにならないように、日常生活での行為を意識しつ

つ、参加者同士で共同して行う事項や作業などと組み合わせて、魅力的なプログ

ラムを作成することに配慮します。

(イ) 栄養改善について 

食事について興味が持てるよう「食べ物や食卓の思い出」を語りあうなどのテ

ーマから導入し、講義、グループワーク、実習、情報提供などを組み合わせて、

できるだけ具体的な内容とします。テーマ及びその内容については、以下の図表

２－４「集団栄養教育プログラムのテーマと内容」を参照して取り入れます。

2 軟口蓋：口蓋の一部。硬口蓋の後部にあり、柔軟で、嚥下に際して後鼻孔をふさいで食物が鼻腔に

入るのを防ぐ。
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図表 ２－４ 集団栄養教育プログラムのテーマと内容 

【介護予防マニュアル改訂版】 
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(ウ) 口腔機能向上について 

      必要に応じて以下のようなテーマ及び内容の組み合わせを取り入れます。

図表 ２－５ 口腔機能向上について 

テーマ（例） 項目（例） 

舌 「舌の観察･口腔乾燥と味覚チェック」「健口体操」 

唾液 「歯肉マッサージ」「唾液腺マッサージ」「健口体操」 

咀嚼 「３０回噛み噛み体操（噛ミング３０）」 

嚥下 「嚥下機能トレーニング」「嚥下体操」 

歯 「歯みがきのススメと虫歯の実験」「パタカラ体操」 

笑顔 「顔じゃんけん」「吹矢」「パタカラ体操」 

【介護予防マニュアル改訂版】 

     図表２－６に、具体的なプログラムの例を示しますが、上記の要件が盛り込まれ

るように配慮した上で市町村独自のプログラムを作成してください。

プログラム途中からの不参加については、対象者へフォローアップを実施し、不

参加の理由（疾病による入院など）を確認するとともに、きめ細かな支援をしてい

くことが大切です。

図表２－６ プログラム例

【介護予防マニュアル改訂版】
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エ プログラム実施上の留意点 

〇 各プログラムにおいては、単なる知識の説明になることを避け、対象者が各プ

ログラムで学ぶことと実際の生活がどのように関わっているのかを理解するこ

とができ、かつ楽しく参加できるように内容を工夫します。

〇 実際に作った料理やプログラムの内容を再現したり、他の家族に伝えるなどし

てプログラムの理解深めることができるように、毎回のプログラムの内容につ

いて、わかりやすい資料を配付します。

〇 対象者の個別の項目の評価以外に、プログラムの感想や意見に耳を傾け、次回

のプログラムへの改善を図ります。

途中で参加を辞めた対象者などには、特に注意を払って感想を聞き、プログラ

ムに問題がないか確認します。

（６） 事後アセスメント（様式２） 

プログラム実施事業所等は、プログラム開始から概ね３ヶ月後、個別サービス計

画における目標の達成状況や日常生活活動能力の改善状況等を含めた評価を行いま

す。運動器の機能向上プログラム、栄養改善プログラム及び口腔機能の向上プログ

ラムの各プログラムの個別サービス計画兼評価報告書（様式２）を参考に、プログ

ラムへの参加状況に加えて、計画された目標が達成されたか、個別の体力要素が改

善したか、体重や栄養に関する事前アセスメントの指標の変化、口腔機能の指標の

変化及び主観的健康感等の改善が認められたかを総合的に評価します。

複合プログラムの評価については、がんばり項目として選定したプログラムの指

標を用いて行います。

事後アセスメント結果については、エクセル等を用いて加工し、プログラム前後

での比較を行い、維持改善できた項目、悪化した項目などについて対象者自ら把握で

きるよう工夫します。  

 （７） 地域包括支援センターへの報告

     プログラム実施事業所等は、対象者の目標達成、客観的な心身機能の変化等につ

いて、モニタリングや事後アセスメントの情報等を含めて検討し、定期的に対象者

へのプログラムの実施結果を地域包括支援センターへ報告します。

     プログラム実施後に他の支援の必要性がある場合や対象者の求めによる医療機関

への受診勧奨が必要である場合等も併せて報告します。

     プログラムの継続が必要とされる場合は、その理由や対象者の意思等も確認し、

地域包括支援センターで再度作成される介護予防ケアプランに基づいて実施される

ことになります。

     終了する場合は、利用者の心身機能が低下しないような要点（今後の指導や高齢

者への情報として地域でセルフケアを支える体制づくりに必要な事項等）を報告す

ることが必要です。
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(８) モニタリング・評価 

プログラム実施事業所等から報告を受けた地域包括支援センターでは、対象者の状

況をモニタリングし、必要があれば｢私の元気計画｣の見直しを行います。 

事業実施後は、｢私の元気計画｣の目標達成の有無、生活機能改善の状態等を総合的

に評価します。その上で、より専門的な支援を受けた方が効果があがることが期待さ

れる場合や対象者が単独プログラムへの参加を望む場合等は、単独プログラムによる

フォローにつなぎ、状態が改善した場合でも、一次予防事業や地域で行われ手いる活

動等につなぎ，対象者が自主的に取組を継続していくための工夫が必要です。 

また、事後アセスメント結果を基に、対象者の性別・年齢・基礎疾患の有無などに

配慮した上で、事業者ごとの改善率を比較するなどして、事業の改善の助言等を行い

ます。 

３ プログラムの評価（様式３） 

  質が高く、より効果のある介護予防事業を実施するためには、対象者個人の評価と合わ

せて、対象者集団の改善率等をアセスメントし，プログラムの評価（様式３）を行うこと

が望ましいです。 

プログラムの評価の実施は，複合プログラムを実施する事業所や市町村にとって，次の

ような効果があります。 

1. プログラム実施事業所：プログラム内容の評価、見直し、検討を行う事ができる。 

2. 市町村：事業者ごとの改善率を比較するなどして、事業の改善のために事業実施    

事業所に助言等を行うことができる。 

   プログラムの評価を実施するための様式例「様式３」を参考に、プログラムの評価を

積極的に行ってください。 

複合プログラムの簡単な紹介（映像資料）が以下から閲覧可能。

☆はじめよう、笑顔が見える口腔機能向上サービス先進事例紹介－岩沼市－（一番下の画像）

http://www.dent.tohoku.ac.jp/graduate/lecture17_1.html
☆はじめよう元気がでる運動・口腔複合サービス

http://www.dent.tohoku.ac.jp/graduate/lecture17_2.html
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図表２－７ 参考 健幸ライフアップ教室（宮城県岩沼市）のプログラム例 

【介護予防マニュアル改訂版】 
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図表２－８ 複合プログラムにおける流れ 

【県介護福祉課作成】 
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４ 様式 

 様式１ 私の元気計画 

-36-



様式１ 私の元気計画 記載例 
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※新しい介護予防・日常生活総合支援事業における多様なサービスにおいても「私の元

気計画」は参加者のセルフケア能力や自身の目指す姿の発信力を高めるためのツールと

して有効活用していくことが望ましい。
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様式２－① 
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様式２―① 記載例 
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様式 ２－②  
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様式２－② 記載例 
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様式 ２－③ 
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様式 ２－③ 記載例 
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様式３ 複合プログラム事業評価 
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参考資料 

・大阪市介護予防事業(複合型)実施マニュアル：大阪市：

http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000164/164117/101_H25f

ukugoumanual.pdf

・介護予防マニュアル改訂版：厚生労働省：

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1_1.pdf

・通所型介護予防事業（複合型）業務の受託者を募集します：大阪市： 

http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000164117.html
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